
「地理情報システム（公害情報管理）セットアップ業務及び保守運用委託」に

係る公募型プロポーザル募集要項 

 

１ 事業の概要 

（１）件名 

地理情報システム（公害情報管理）セットアップ業務及び保守運用委託 

（２）業務内容 

  別紙「仕様書」、「詳細仕様書」、「特記仕様書」参照 

ただし、プロポーザルにおいて、参加事業者が提案する内容を基に区と協議の上、仕様

の内容を決定する。 

（３）委託期間 

  締結契約日より令和９年３月３１日まで 

（４）提案上限金額 

  令和８年度 １，１８８，０００円（税込） 

２ 参加資格要件 

次に掲げる条件をすべて満たしている法人であること。また、参加資格の基準日は「プ

ロポーザル参加申込書」(様式１)の申込日とし、申込後、委託契約締結までの間に参加資

格を喪失した者は、当該資格を喪失した時点で申込を無効とする。 

(１)台東区での競争入札参加資格を有していること。 

(２)地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号)第１６７条の４第１項に規定する者に該

当しないこと。 

(３)東京都台東区競争入札有資格者指名停止基準(平成１０年２月２０日付９台総経第１

７０号)による指名停止措置を受けていないこと。 

(４)東京都台東区契約における暴力団等排除措置要綱(平成２４年１月２６日付２３台総

経第６４５号)による入札参加除外措置を受けていないこと。 

(５)会社更生法(平成１４年法律第１５４号)に基づき、更生手続開始の申立てをした者に

あっては、裁判所により更生計画認可の決定を受けていること。 

(６)民事再生法(平成１１年法律第２２５号)に基づき、再生計画開始の申立てをした者に

あっては、裁判所により再生計画認可の決定を受けていること。 

(７)不渡手形又は不渡小切手を発行し、銀行当座取引を停止されていないこと。 

 

 

 

 

 



３ スケジュール（予定） 

 

４ 応募方法・提出書類 

 本プロポーザル募集に係る様式は台東区ホームページ上に掲載する。 

＜ プロポーザル参加申込書等の提出 ＞ 

（１）提出書類 

  ①参加申込書（様式１） 

  ②誓約書（様式２） 

  ③会社概要（様式３） 

 ※東京電子自治体共同運営の物品買入れ等競争入札資格審査受付票を添付すること。 

（２）提出先 

  台東区役所６階 環境課（台東区東上野４－５－６） 

（３）提出方法 

環境課へ郵送（簡易書留に限る）又は直接持参すること。提出期限までに持参しなかっ

た場合（郵送においては到着しなかった場合）は失格とする。電子メール、ＦＡＸでの提

出は認めない。 

（４）提出期間 

  公表日から令和８年４月１日（水）まで 

なお、提出時間は、土日を除く午前９時から午後４時までとする。 

＜質問の受付＞ 

  本案件（本要項、仕様書、提案書作成要領等）に関する質問は、次のとおり行うこと。 

内容 日程 

募集要項の公表 令和８年３月１１日(水)から４月１日(水)まで 

参加申込書の提出 令和８年４月１日(水)までの土日を除く午前９時から 

午後４時まで 

質問の受付 令和８年３月１１日(水)から３月１８日(水)午後４時まで 

質問の回答 令和８年３月２４日(火)まで 

企画提案書等の提出 令和８年４月２日(木)から４月１６日（木) までの土日を

除く午前９時から午後４時まで 

第一次審査（書類審査） 令和８年４月１７日(金)から４月２３日(木)まで 

第一次審査結果及び第二次審査

（プレゼンテーション）の通知 

令和８年５月１１日(月)まで 

第二次審査 令和８年５月２９日(金)午後 

プロポーザル評価結果通知・公表 令和８年６月１日(月)以降 

業務内容の協議及び仕様書調整 令和８年６月初旬 

契約締結日 令和８年６月初旬以降 



（１）提出書類 

  質問書（様式４） 

（２）提出先 

  台東区役所６階 環境課（台東区東上野４－５－６） 

（３）受付方法 

  環境課へ電子メールにより、質問書を提出すること。なお、電話、ＦＡＸでの質問は受

け付けない。 

なお、電子メールアドレスについては、事務局に電話で問い合わせをすること。 

・件名は「【事業者名】地理情報システム（公害情報管理）セットアップ業務及び保守

運用委託」とすること。 

・送信後、電話により受信確認を行うこと。 

・口頭での質問は不可とする。 

・質問の内容によって個別に確認する場合がある。 

（４）受付期間 

  公表日から令和８年３月１８日（水）午後４時まで 

（５）回答方法 

令和８年３月２４日（火）までに台東区ホームページ上に公開する。ただし、公平な競

争を妨げるおそれがあると事務局が判断する内容については、電子メールにより質問者

のみに回答する場合もある。 

なお、質問に対する回答は、その内容に応じて本要項及び仕様書の修正とみなす。 

＜提案書の提出＞ 

  プロポーザル参加申し込みを行った者は、「提案書作成要領」（別紙）を参照の上、以下

のとおり、提案書その他の書類を作成し、提出すること。 

（１）提出書類 

①鏡文（様式５）         

②業務の実施体制（様式６）             

③企画提案書（様式自由）（20ページ以内にまとめること） 

④業務の工程計画（実施スケジュール）（様式自由） 

⑤見積書（令和８年度）（様式９） 

（２）提出先 

 台東区役所６階 環境課（台東区東上野４－５－６） 

（３）提出方法 

環境課へ郵送（簡易書留に限る）又は直接持参すること。提出期限までに持参しなかっ

た場合（郵送においては到着しなかった場合）は失格とする。なお、電子メール、ＦＡＸ

での提出は認めない。 

また、提出形式は紙媒体の他、電子ファイル（ＣＤ－ＲＯＭ）を提出すること。データ

の形式はワード又はＰＤＦ形式とする。 



（４）提出期間 

令和８年４月２日（木）から４月１６日（木）まで。 

なお、提出時間は、土日を除く午前９時から午後４時までとする。 

５ 選定方法等 

（１）選定委員会 

台東区が設置する「台東区地理情報システム導入及び保守運用事業者選定委員会」（以

下「委員会」という。）において次の審査を実施し、優先交渉権者を決定する。 

（２）審査方法  

（一次審査について） 

一次審査は書類審査とする。委員会において提出書類を審査し、二次審査の対象となる

者を選定する。  

なお、一次審査の結果通知は、令和８年５月１１日（月）までに電子メール及び郵送に

て「一次審査の結果通知書」を送付する。 

（二次審査について） 

  二次審査はプレゼンテーション及びヒアリングを実施する。なお、審査は非公開とする。 

（３）審査事項 

委員会は提案内容並びにプレゼンテーション及びヒアリングの状況について次の審査

項目を評価、採点し、最高得点を得た事業者を優先交渉権者と選定する。 

 【審査項目】 

① 事業実績 

② 開発体制 

③ 移行スケジュール・進捗管理体制 

④ 運用保守サポート体制（システム改修等） 

⑤ 業務システムの障害対応体制 

⑥ セキュリティ体制 

⑦ システムの視覚性及び操作性 

⑧ オペレーション訓練体制 

⑨ その他独自機能等の提案 

 

 （４）審査結果 

審査後、事務局はプロポーザル提案者に「プロポーザル評価結果通知書」を郵送にて速

やかに通知する。優先交渉権者のみ、台東区ホームページ上でも公表する。なお、審査内

容についての問い合わせについては一切応じない。 

６ 契約手続き 

（１）契約期間 

「プロポーザル評価結果通知書」による通知後、本業務を履行できる条件（施設・人員

等の確保）が整い次第、契約締結をする。 



（２）契約手続き 

優先交渉権者と契約交渉を行う双方が合意した段階で、随意契約の手続きを行うもの

とする。優先交渉権者と契約条件で合意に至らない場合、又は本プロポーザル終了後、参

加資格に虚偽が認められた等の場合は、次順位交渉権者と契約交渉を行う。 

（３）優先交渉権 

優先交渉権者は各年度の履行状況が良好な場合において、令和１２年度までの「地理情

報システム（公害情報管理）セットアップ業務及び保守運用委託」の優先交渉権を有する

こととする。 

 

 

７ 留意事項 

（１）提案は１社につき１案とし、複数の提案書の提出はできないものとする。 

（２）参加事業者が応募に要した費用は、すべて参加事業者の負担とする。 

（３）令和８年度見積額が提案上限金額を超えている場合には、当該応募を無効とする。 

（４）提出後の提案書等（見積書を含む）の修正及び変更は認めない。 

（５）参加申込書の提出後に辞退をする場合は、参加辞退届出書（様式７）を事務局まで事

前に連絡の上、郵送にて提出すること。 

（６）本募集に関して提出された応募書類は一切返却しない。 

（７）本プロポーザルの参加表明手続き以降に、区に提出された書類については、東京都台

東区情報公開条例に基づき情報公開の対象となる。条例第６条に該当する事項以外

は公開となるため、あらかじめ了承の上、提出すること。 

（８）提出する電子ファイルは、マイクロソフト社 Office2010○Ｒで読み込むことが可能なも

のとすること。 

（９）委託業務の実施に際しては、提出書類の内容をそのまま実施することをあらかじめ約

束するものではない。したがって優先交渉権者と区は、審査の結果、採択された企画

提案に基づき委託業務の内容の詳細を別途協議・調整の上、契約内容を決定する。よ

って、提出書類による提案の内容や金額を一部変更して契約する場合がある。 

 

８ 問合せ・書類提出先（事務局）  

台東区役所 環境清掃部 環境課 (台東区役所６階) 

担当：服部、原 

住所：〒110-8615 台東区東上野 4-5-6 

電話番号：03-5246-1283(直通) 

FAX 番 号：03-5246-1159 


